
議案第８２号 

 

令和３年度吉賀町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 

令和３年度吉賀町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次

に定めるところによる。 

 

(歳入歳出予算の補正) 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，１５２千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２６８，６７３千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

  

令和３年１２月３日提出 

  

吉賀町長 岩 本 一 巳 

 



 



1 63,290 3,152 66,442

1 後期高齢者医療保険料 63,290 3,152 66,442

4 200,425 △12,713 187,712

1 一般会計繰入金 200,425 △12,713 187,712

6 991 12,713 13,704

5 雑入 846 12,713 13,559

265,521 3,152 268,673

後期高齢者医療保険料

繰入金

諸収入

歳　　入　　合　　計

補　正　額

 千円

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円



2 262,341 3,152 265,493

1 後期高齢者医療広域連合納付金 262,341 3,152 265,493

265,521 3,152 268,673

後期高齢者医療広域連合納付金

歳　　出　　合　　計

歳　　出

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円



１　総　　括

（歳　　入）

1 後期高齢者医療保険料 63,290 3,152 66,442

4 繰入金 200,425 △12,713 187,712

6 諸収入 991 12,713 13,704

265,521 3,152 268,673歳　　入　　合　　計

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円  千円



（歳　　出）

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

2 後期高齢者医療広域連合納付金 262,341 3,152 265,493 3,152 0

265,521 3,152 268,673 0 0 3,152 0歳　　出　　合　　計

補　正　額　の　財　源　内　訳
特　　　　　　　　定　　　　　　　　財　　　　　　　　源

一　般　財　源

 千円  千円  千円  千円

款 計

 千円

補正前の額

 千円

補　正　額

 千円



後期高齢者医療保険事業特別会計

846 12,713 13,559計

雑入 12,7131 雑入 12,7135 845 12,713 13,558雑入

　５項　雑入 12,713千円

　６款　諸収入 12,713千円

200,425 △12,713 187,712計

担金

療養給付費負 △12,7131 療養給付費負担金 △12,7136 138,991 △12,713 126,278療養給付費負担金

　１項　一般会計繰入金 △12,713千円

　４款　繰入金 △12,713千円

63,290 3,152 66,442計

現年度分 4,9081 現年度分 4,9082 9,517 4,908 14,425普通徴収保険料

現年度分 △1,7561 現年度分 △1,7561 53,773 △1,756 52,017特別徴収保険料

補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円

3,152千円

3,152千円

 千円

　１款　後期高齢者医療保険料

　１項　後期高齢者医療保険料

２　　歳    入

 千円  千円

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明目



後期高齢者医療保険事業特別会計

3,152262,341計 265,493 00 3,1520

3,152

3,152合納付金 医療保険料 　　　後期高齢者医療広域連合納付金

及び交付金 3,152　003 後期高齢者医療広域連合納付金医療広域連 後期高齢者

19 3,152負担金、補助 014000 保健福祉課265,4933,1521 後期高齢者 262,341 3,152

千円 千円  千円

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

 千円 千円  千円 千円  千円

3,152千円

3,152千円

目 補正前の額

 千円

補正額

地方債

計
区　　分

３　　歳    出

節補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

　２款　後期高齢者医療広域連合納付金

　１項　後期高齢者医療広域連合納付金



 


